
議員提出第３号議案 

 

大阪府議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例一部改正の件 

 

上記の議案を別紙のとおり地方自治法第１１２条及び大阪府議会会議 

規則第１３条の規定により提出します。 
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議員提出第３号議案 
 
 大阪府議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例一部改正

の件 
 
 大阪府議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例を次のように定める。 
 
 



大 阪 府 条 例 第    号  

大 阪 府 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例  
大 阪 府 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 大 阪 府

条 例 第 二 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る
。  

 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示

す よ う に 改 正 す る
。  

附  則  

 こ の 条 例 は
、

公 布 の 日 か ら 施 行 す る
。  

 

改 正 後  改 正 前  

  
（ 費 用 弁 償 ） 

第 五 条  府 議 会 議 員 が 公 務 の た め 府 の 区 域 外 の

地 域（ 府 に 隣 接 す る 府 県 の 区 域 内 に お い て 規 程

で 定 め る 地 域 を 除 く
。 ） に 旅 行 し た と き（ 大 阪

府 議 会 会 議 規 則（ 平 成 三 年 大 阪 府 議 会 規 則 第 一

号 ） 第 七 十 二 条 の 規 定 に よ る 委 員 の 派 遣 を 除

く
。 ） は
、

費 用 弁 償 を 支 給 す る
。  

２  知 事 及 び 副 知 事 の 給 料
、

手 当 及 び 旅 費 に 関 す

る 条 例 ( 昭 和 二 十 二 年 大 阪 府 条 例 第 十 八 号 ) 第

七 条 の 規 定 は
、

前 項 の 費 用 弁 償 の 額 に つ い て 準

用 す る
。

た だ し
、

内 国 旅 行 の 場 合 の 鉄 道 賃 及 び

船 賃 並 び に 外 国 旅 行 の 場 合 の 船 賃
、

航 空 賃 及 び

日 当 に 関 す る 規 定 に つ い て は
、

こ の 限 り で な

い
。  

３  外 国 旅 行 の 場 合 の 船 賃 の 額 は
、

次 の 各 号 に 規

定 す る 旅 客 運 賃（ は し け 賃 及 び 桟 橋 賃 を 含 む
。 ）

及 び 寝 台 料 金（ こ れ ら の も の に 対 す る 通 行 税 を

含 む
。 ） に よ る
。  

一  乗 船 に 要 す る 旅 客 運 賃  

二  公 務 上 の 必 要 に よ り 別 に 寝 台 料 金 を 必 要

と し た 場 合 に は
、

前 号 に 規 定 す る 旅 客 運 賃

の ほ か
、

現 に 支 払 っ た 寝 台 料 金  

４  外 国 旅 行 の 場 合 の 航 空 賃 の 額 は
、

次 の 各 号 に

規 定 す る 旅 客 運 賃 に よ る
。  

 一  旅 客 運 賃 の 等 級 を 二 以 上 の 階 級 に 区 分 す

る 航 空 路 に よ る 旅 行 の 場 合 に は
、

最 下 級 の 旅

客 運 賃  
 二  旅 客 運 賃 の 等 級 を 設 け な い 航 空 路 に よ る

旅 行 の 場 合 に は
、

航 空 機 の 利 用 に 要 す る 旅 客

運 賃  

５  外 国 旅 行 の 場 合 の 日 当 は
、

支 給 し な い
。  

（ 費 用 弁 償 ） 

第 五 条  府 議 会 議 員 が 公 務 の た め 府 の 区 域 外 の

地 域（ 府 に 隣 接 す る 府 県 の 区 域 内 に お い て 規 程

で 定 め る 地 域 を 除 く
。 ） に 旅 行 し た と き は
、

費

用 弁 償 を 支 給 す る
。  

 
 

２  知 事 及 び 副 知 事 の 給 料
、

手 当 及 び 旅 費 に 関 す

る 条 例（ 昭 和 二 十 二 年 大 阪 府 条 例 第 十 八 号 ） 第

七 条 の 規 定 は
、

前 項 の 費 用 弁 償 の 額 に つ い て 準

用 す る
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



提 案 理 由 
 
議会が行う視察等について、府民の理解が得られる適当な旅費を

支出するとともに、コロナ禍でオンライン視察等の代替策が普及し

てきたことから、議会視察等の制度について総合的に見直すために

提案するもの。 


